
1 

議案第８号 

 

 

 

   飛騨市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

 

 

 飛騨市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

     令和３年２月２６日提出 

 

 

                      飛騨市長  都 竹  淳 也  

 

 

提案理由 

 国民健康保険法施行令及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴う改

正 
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   飛驒市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 飛驒市国民健康保険条例（平成16年飛驒市条例第137号）の一部を次のように改正

する。 

 

 

 

第14条第１項中「第35条の２第１項」の次に「、第35条の３第１項」を加える。 

 

附則第８条第１項中「（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31

号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナウイ

ルス感染症」という。）」を「（新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウ

イルス属のコロナウイルス（令和２年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対

して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染

症をいう。以下同じ。）」に、「新型コロナウイルス感染症の感染」を「当該感染症の

感染」に改める。 

 

 附則第９条中「新型コロナウイルス感染症の感染」を「当該感染症の感染」に改

める。 

 

   附 則 

（施行期日等） 

第１条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第14条第１項

の規定は、令和３年１月１日から適用する。 

（経過措置） 

第２条 この条例による改正後の第14条第１項の規定は、令和３年度以降の年度分

の保険料について適用し、令和２年度以前の年度分の保険料については、なお従

前の例による。 
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資 料 

                        飛騨市国民健康保険条例新旧対照表             （傍線部分は改正部分） 

現 行 改正案 

第１条～第13条 略 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 

第１条～第13条 略 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 

第14条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年

の前年の所得に係る地方税法（昭和25年法律第226号）第314条の２

第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額（同法附則第33条の２第５項に規定

する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第35条の２の６

第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額、同法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額

（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しく

は第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、

第35条第１項、第35条の２第１項                  又は第36条の

規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条

第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除し

た金額）、地方税法附則第35条第５項に規定する短期譲渡所得の金

額（租税特別措置法第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１

項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項又は第36

条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第

32条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控

第14条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年

の前年の所得に係る地方税法（昭和25年法律第226号）第314条の２

第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額（同法附則第33条の２第５項に規定

する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第35条の２の６

第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額、同法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額

（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しく

は第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、

第35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の

規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条

第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除し

た金額）、地方税法附則第35条第５項に規定する短期譲渡所得の金

額（租税特別措置法第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１

項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項又は第36

条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第

32条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控
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資 料 

除した金額）、地方税法附則第35条の２第５項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の３第15項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の２の２

第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第

35条の２の６第15項又は第35条の３第13項若しくは第15項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の４

第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第35条

の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等

に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項（同法第12条

第５項及び第16条第２項において準用する場合を含む。第22条第１

項第１号において同じ。）に規定する特例適用利子等の額、同法第

８条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３項において準用する

場合を含む。同号において同じ。）に規定する特例適用配当等の額、

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等

に関する法律（昭和44年法律第46号。第22条において「租税条約等

実施特例法」という。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用

利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。

以下この条において同じ。）の合計額から地方税法第314条の２第

２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並

びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額（以下「基

礎控除後の総所得金額等」という。）に第15条の所得割の保険料率

を乗じて算定する。 

除した金額）、地方税法附則第35条の２第５項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の３第15項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の２の２

第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第

35条の２の６第15項又は第35条の３第13項若しくは第15項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の４

第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第35条

の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等

に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項（同法第12条

第５項及び第16条第２項において準用する場合を含む。第22条第１

項第１号において同じ。）に規定する特例適用利子等の額、同法第

８条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３項において準用する

場合を含む。同号において同じ。）に規定する特例適用配当等の額、

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等

に関する法律（昭和44年法律第46号。第22条において「租税条約等

実施特例法」という。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用

利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。

以下この条において同じ。）の合計額から地方税法第314条の２第

２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並

びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額（以下「基

礎控除後の総所得金額等」という。）に第15条の所得割の保険料率

を乗じて算定する。 
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２ 略 

第15条～第37条 略 

２ 略 

第15条～第37条 略 

附 則 

第１条～第７条 略 

附 則 

第１条～第７条 略 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当

金） 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当

金） 

第８条 給与等（所得税法第28条第１項に規定する給与等をいい、賞

与（健康保険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以

下同じ。）の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服する

ことができないとき（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成

24年法律第31号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感

染症（以下「新型コロナウイルス感染症」という。）       

                                

に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症

の感染が疑われるときに限る。）は、その労務に服することができ

なくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服すること

ができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、

傷病手当金を支給する。 

第８条 給与等（所得税法第28条第１項に規定する給与等をいい、賞

与（健康保険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以

下同じ。）の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服する

ことができないとき（新型コロナウイルス感染症（病原体がベータ

コロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共

和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが

新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以下同じ。） 

に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染     

   が疑われるときに限る。）は、その労務に服することができ

なくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服すること

ができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、

傷病手当金を支給する。 

２・３ 略 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当

金と給与等との調整） 

第９条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症 

２・３ 略 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当

金と給与等との調整） 

第９条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症 
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状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合におい

て給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これ

を受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、

その受けることができる給与等の額が、前条第２項の規定により算

定される額より少ないときは、その差額を支給する。 

以下 略 

状があり当該感染症の感染       が疑われる場合におい

て給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これ

を受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、

その受けることができる給与等の額が、前条第２項の規定により算

定される額より少ないときは、その差額を支給する。 

以下 略 
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飛騨市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案） 

要旨 

 

 

１ 改正の趣旨 

 国民健康保険法施行令及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴

う改正 

 

 

２ 改正の内容 

⑴ 長期譲渡所得に係る特別控除に関する改正 

地方税法の改正により、低未利用土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得の金

額から100万円を特別控除する規定が創設されたことに伴い、健康保険法施行

令等の一部を改正する政令（令和２年政令第381号）によって国民健康保険法

施行令（昭和33年政令第362号）の関係箇所が改正された。このため、本条例

においても長期譲渡所得に係る特別控除について反映させるため、所要の改正

を行うもの。                      （第14条関係） 

 

 国民健康保険料（所得割額） 

【現行】        長期譲渡所得   

               

課税標準額                    －基礎控除33万円 

×所得割率 ＝所得割額 

 

【改正後】         長期譲渡所得 

                                    

課税標準額                      －基礎控除43万円

※ 

×所得割率 ＝所得割額 

 

※基礎控除43万円は、令和３年度の保険料算定から適用 

 

資 料 

[収入金額－（取得費＋譲渡費用）] 

[収入金額－（取得費＋譲渡費用）－100 万円] 
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⑵ 新型コロナウイルス感染症の定義に関する改正 

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律（令和３年法

律第５号）が令和３年２月13日から施行され、新型インフルエンザ等対策特別

措置法（平成24年法律第31号）附則第１条の２が削除されたことに伴い、本条

例において当該規定を新型コロナウイルスの定義として引用していた箇所に

ついて所要の改正を行うもの。      （附則第８条、附則第９条関係） 

 

 

３ 施行日 公布の日（適用日：第14条関係 令和３年１月１日） 

 


